
○富山市廃棄物の再生利用業者の指定に関する規則

平成18年3月30日

富山市規則第57号

(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、

第2条の3第2号、第9条第2号及び第10条の3第2号の規定に基づき、再生利用業者の指定に関し必要な事項

を定めるものとする。

(定義)

第2条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　再生利用業者　再生輸送業者及び再生活用業者をいう。

(2)　再生輸送業者　再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの収集又は運搬を業と

して行う者であって市長の指定を受けたものをいう。

(3)　再生活用業者　再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの処分を業として行う

者であって市長の指定を受けたものをいう。

(再生利用業者の指定申請)

第3条　再生利用業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富山市一般廃棄物(産業廃

棄物)再生利用業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならな

い。

(1)　事業計画の概要を記載した書類

(2)　事務所及び事業場付近の見取図

(3)　再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4)　申請者が再生利用の用に供する施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、

使用する権原を有すること)を証する書類

(5)　定款又は寄附行為及び登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の写し)

(6)　業務の経歴及び取引関係を記載した書類

(7)　再生輸送業者の指定の申請をする場合は、排出者又は再生活用業者との委託関係を記載した書類

(8)　再生活用業者の指定の申請をする場合は、排出者との委託関係を記載した書類

(9)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(再生利用業者の指定の基準)

第4条　市長は、前条の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、再生利用業者の指定を

するものとする。

(1)　再生利用されることが確実である廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行う者であること。

(2)　再生利用の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるも

のであること。

(3)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからルまでのいずれ

にも該当しないこと。

(再生利用業者の変更の指定申請)

第5条　再生利用業者が、取り扱う廃棄物の種類又は再生利用の方法について変更の指定を受けようとする

ときは、富山市一般廃棄物(産業廃棄物)再生利用業者変更指定申請書(様式第2号)に変更内容が確認でき

る書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(再生利用業者の指定の期限等)

第6条　市長は、再生利用業者の指定又は変更の指定に期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付

すことができる。

(指定証の交付)

第7条　市長は、再生利用業者の指定をしたときは、富山市一般廃棄物(産業廃棄物)再生利用業者指定証

(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。

2　市長は、再生利用業者の変更の指定をしたときは、既に交付した指定証と引き換えに新たな指定証を交

付する。

(再生利用業者の廃止及び変更の届出等)

第8条　再生利用業者は、事業の全部若しくは一部を廃止し、又は事業を休止したときは、10日以内に富山

市一般廃棄物(産業廃棄物)再生利用業者廃止(休止)届(様式第4号)により、市長に届け出なければならな

い。

2　再生利用業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該事由の発生の日から10日以内に富山市一般廃

棄物(産業廃棄物)再生利用業者変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(1)　氏名又は名称及び代表者の氏名

(2)　住所又は所在地



(3)　事務所及び事業場の所在地

(4)　再生利用の目的

(5)　再生利用の用に供する施設

(6)　取引関係

(指定の取消し等)

第9条　市長は、再生利用業者が不正によりその指定を受けたとき、又は第4条各号に規定する再生利用業

者の指定の基準に適合しないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部

若しくは一部の停止を命じることができる。

(指定証の返還等)

第10条　再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければ

ならない。

(1)　事業を廃止したとき、又は指定の期限が満了したとき。

(2)　指定を取り消されたとき、又は事業の全部の停止を命ぜられたとき。

2　市長は、事業の停止を解除したときは、指定証を再生利用業者に返還するものとする。

(指定証の再交付)

第11条　再生利用業者は、指定証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに富山市一般廃棄物(産業

廃棄物)再生利用業者指定証再交付申請書(様式第6号)により、市長に申請し、その再交付を受けなけれ

ばならない。

2　再生利用業者は、指定証の再交付を受けた後において、紛失した指定証を発見したときは、直ちにこれ

を市長に返還しなければならない。

(再生利用状況の報告)

第12条　再生利用業者は、毎年度の再生利用の状況を当該年度の翌年度の6月30日までに富山市一般廃棄物

(産業廃棄物)廃棄物再生利用状況報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

附　則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則(令和元年12月13日富山市規則第48号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附　則(令和3年3月29日富山市規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006149.rtf


様式第2号(第5条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006150.rtf


様式第3号(第7条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00002303.rtf


様式第4号(第8条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006151.rtf


様式第5号(第8条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006152.rtf


様式第6号(第11条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006153.rtf


様式第7号(第12条関係)

https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/word/r181FG00006154.rtf



